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☆小児慢性特定疾病児童 

給付の対象となるのは、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方です。用具の種類や 

疾病の内容によって給付対象が異なりますので、詳しくは下表をご覧ください。 

種 目 基 準 額 対 象 者 性 能 等 
耐用 

年数 

便器 4,900円 常時介助を要する者 
小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。 

（手すりをつけることができる。） 
８ 

特殊マット 21,560円 寝たきりの状態にある者 
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる 

機能を有するもの。 
５ 

特殊便器 166,320円 上肢機能に障がいのある者 
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替え 

に当たり住宅改修を伴うものを除く。 
８ 

特殊寝台 169,400円 寝たきりの状態にある者 

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用 

者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を 

有するもの。 

８ 

歩行支援用具 66,000円 下肢が不自由な者 

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行

器等であること。 

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏

まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、

段差解消等の用具となるもの。 

８ 

入浴補助用具 99,000円 入浴に介助を要する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得る

もの。 

５ 

特殊尿器 73,700円 自力で排尿できない者 
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等

又は介助者が容易に使用し得るもの。 
５ 

体位変換器 16,500円 寝たきりの状態にある者 
介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるの

に容易に使用し得るもの。 
５ 

車椅子 77,440円 下肢が不自由な者 
小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたもの

であって、必要な強度と安定性を有するもの。 
５ 

頭部保護帽 13,380円 

発作等により頻繁に転倒する

者（在宅以外（入院中又は施

設入所）の者についても対象） 

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 ３ 

電気式たん吸引器 62,040円 呼吸器機能に障がいのある者 
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得る

もの。 
５ 

クールベスト 22,000円 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 ― 

紫外線カット 

クリーム 
41,580円 

紫外線に対する防御機能が著

しく欠けて、がんや神経障が

いを起こすことがある者 

紫外線をカットできるもの。 ― 

ネブライザー 

（吸入器） 
39,600円 呼吸器機能に障がいのある者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得る

もの。 
５ 

動脈血中酸素飽和

度測定器（パルス

オキシメーター） 
173,250円 人工呼吸器の装着が必要な者 

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能

を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用

し得るもの。 

５ 
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種 目 基 準 額 対 象 者 性 能 
耐用 

年数 

人工鼻 128,700円 
人工呼吸器の装着又は気管切

開が必要な者 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得る

もの。 
― 

ストマ用装具 

（消化器系） 

（尿 路 系） 

 

113,520円 

149,160円 

人工肛門又は人工膀胱を造設し

た者（在宅以外（入院中又は施

設入所）の者についても対象） 

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得る

もの。 
― 

チューブ型包帯 170,500円 

皮膚疾患群に罹患しており、軽

微な外力により水疱やびらんを

生じ、皮膚障がいを起こすこと

がある者 

外力から皮膚を保護できるもの。 ― 

 

小児慢性特定疾病児童日常生活用具徴収基準額表 
 

階層 

区分 
世帯の階層（細）区分 

徴 収 基 準 

月額（円） 

徴収基準加算 

月額（円） 

Ａ階層 生活保護世帯 ０ ０ 

Ｂ階層 Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 １,１００ １１０ 

Ｃ階層 Ａ階層及びＢ階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 ２,２５０ ２３０ 

Ｄ階層 

Ａ階層、Ｂ階層及

びＣ階層を除き

当該年度分の市

町村民税の課税

世帯であって、そ

の市町村民税所

得割の額の区分

が次の区分に該

当する世帯 

所得割の年額 ３,０００円以下 

  ３，００１  ～     ５，８００円 

５，８０１    ～     ８，７００円 

８，７０１   ～      １３，０００円 

１３，００１  ～      １７，４００円 

１７，４０１  ～      ２２，４００円 

２２，４０１  ～      ２８，２００円 

２８，２０１  ～      ５８，４００円 

５８，４０１  ～      ７５，０００円 

７５，００１  ～      ９６，６００円 

９６，６０１  ～     １２１，８００円 

１２１，８０１  ～     １７５，５００円 

１７５，５０１  ～     ２２１，１００円 

２２１，１０１  ～     ３８０，８００円 

３８０，８０１  ～     ５４９，０００円 

５４９，００１  ～     ５７９，０００円 

５７９，００１  ～     ７００，９００円 

７００，９０１  ～     ８４９，０００円 

８４９，００１  ～  １，０４１，０００円 

１，０４１，００１円以上 

Ｄ １ 

Ｄ ２ 

Ｄ  ３ 

Ｄ  ４ 

Ｄ ５ 

Ｄ ６ 

Ｄ ７ 

Ｄ ８ 

Ｄ ９ 

Ｄ１０ 

Ｄ１１ 

Ｄ１２ 

Ｄ１３ 

Ｄ１４ 

Ｄ１５ 

Ｄ１６ 

Ｄ１７ 

Ｄ１８ 

Ｄ１９ 

Ｄ２０ 

２,９００ 

３,４５０ 

３,８００ 

４,２５０ 

４,７００ 

５,５００ 

６,２５０ 

８,１００ 

９,３５０ 

１１,５５０ 

１３,７５０ 

１７,８５０ 

２２,０００ 

２６,１５０ 

４０,３５０ 

４２,５００ 

５１,４５０ 

６１,２５０ 

７１,９００ 

全 額 

２９０ 

３５０ 

３８０ 

４３０ 

４７０ 

５５０ 

６３０ 

８１０ 

９４０ 

１，１６０ 

１，３８０ 

１，７９０ 

２，２００ 

２，６２０ 

４，０４０ 

４，２５０ 

５，１５０ 

６，１３０ 

７，１９０ 

左の徴収基準月額

の１０％。ただし、

その額が８，５６０

円に満たない場合

は８，５６０円 

 

 

 


